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評価選別に関する課題整理

1. 全量引渡し、公文書館において選別することの課題 

根拠：神奈川県立公文書館条例第３条、第4条 

課題：沖縄県と本県の公文書館だけ実施している大きな特徴だが、以下のような

課題があるのではないか。 

① 全量引渡し・公文書館で選別という方式を維持すべきか 

文書作成課で選別した方が効率的か（神奈川県は、いわば重装備） 

文書作成課で選別すると恣意が入り込む余地や不統一が生じるおそれ 

公文書館職員は、文書の重要性、重大性を理解する努力が必要 

新しい施策などが抜け落ちないよう、随時の見直しが必要 

例）ともに生きる憲章 ／ ヘルスケア・ニューフロンティア 

  ロボット産業特区 ／ マグカル 等 

公文書管理システムの「歴史的公文書の有無」欄の活用 

② そもそも「全量引渡し」を、どのように制度的に担保するのか 

「きれいな」文書だけが残っているのではないか 

庁内検討では、どのような議論になっているのか 

職員への意識啓発（毎年の制度説明会、職員研修）など 

2. 選別基準の公正、公平、統一について 

根拠：神奈川県立公文書館公文書等選別基準 

課題：選別基準が職員間で統一されているか 

簿冊（10年以上）は会議、フォルダ文書（３年、５年）は担当者 

どのレベルで決めるか。選別基準／細目基準／マニュアル（毎年伺い定め） 

3. 選別結果の公表は今のままで良いか（事後のネット掲載） 

廃棄文書についてパブコメは必要か ／ 物理的に可能か 

（熊本県では保存期間満了文書リスト約４万件に対する意見募集を実施） 

文書所管課への通知は必要か（部局意見と異なる場合等） 
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（参考１） 神奈川県行政文書管理システムの入力項目

今回の事故を受け

「情報公開の区分」

を入力必須とした

「歴史的公文書の有無」は、

現在必須入力項目ではない。
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（参考２） 神奈川県行政文書管理システムの「供覧文書」作成画面
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（参考）文書選別の方式の違い

全量引渡方式 

神奈川県、沖縄県 

秋田（変則）、佐賀（永年） 

公文書館が目録から選別する方式 

 ２４道府県 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、 

栃木県、千葉県、新潟県、福井県、 

岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、 

兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、 

島根県、岡山県、山口県、徳島県、 

香川県、佐賀県、大分県、宮崎県

廃棄したものから公文書館が収集する方式 

群馬県、広島県 

京都府（５年以下）、岡山県（出先機関） 

文書作成課又は文書主管課が選別する方式 

 １０都県 

青森県、山形県、埼玉県、東京都、 

富山県、長野県、三重県、滋賀県、 

福岡県、佐賀県（10年保存）

注）公文書館又はそれに相当する施設を持つ３８都道府県の聞き取り結果 

  文書の保存期間等により扱いを変える団体があるので、合計は３８にならない。 
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